
第1段階

•６／１５～１９ 週２回 １時間

•感染拡大防止をしながらの活動

•個人練習中心 接触のない活動

第２段階

•６／２２～２６ 週３回 １～２時間

•感染拡大防止をしながらの活動

•個人練習中心 接触のない活動

第３段階

•６／２９～７／３ 週４日 １～２時間

•感染拡大防止に配慮しながらの活動

•個人練習中心。ただし、グループ練習も可能

令和２年６月１２日 

杉並和泉学園 中学部保護者の皆様 

杉並区立杉並和泉学園 

学園長 田中 稔 

【中学部】分散登校の終了と通常登校の開始について 

 

日ごろより本学園の教育活動について、御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、区立学校においては、すべての子どもたちが安全・安心に学校生活を送れるように、６月１日（月）以降、

段階的に学校教育活動の再開を行ってまいりました。そしてこの度、杉並区教育委員会より、延長中の分散登校を

終了し、通常登校を開始していく旨の通知がありました。 

つきましては、下記のことについて、皆様方の御理解、御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、登下校時等の生徒間のソーシャルディスタンス等の確保については、各ご家庭でもお声がけください。 
 

記 

１ 通常登校開始日 

令和２年６月１５日（月） 

 

２ 通常登校開始後の感染症対策について 

    通常登校開始後、1学期中の学校環境整備、生徒への健康指導、授業、学校行事、給食など、学園の教育活

動や保護者会等については、「杉並和泉学園感染予防ルール（新型コロナウィルス感染症対策）」に留意して行

います。 

 また、熱中症対策も考慮し、教員管理の下、マスクを外させる場合や、高温下での登下校時には、十分なソ

ーシャルディスタンスが取れている場合には、マスクを外すこともできることを指導していきます。 

 

３ 部活動について 

① ６月１５日（月）から再開しますが、感染症対策を取りながら実施します。 

   ② 1学期中は平日のみの活動で実施します。 

   ③ ９年生は原則１学期中の参加とします。それ以降は自主参加とします。 

   ④ ７年生は６月２５日から３０日までが仮入部期間です。 

   ⑤ 部活動保護者会は８月以降に実施する予定です。各部活動の顧問から連絡します。 

 ⑥  今後のスケジュール（７年生は段階を下げて実施します） 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4段階

•７／１６～２２ 週３回 １～２時間

•感染拡大防止に配慮しながらの活動

•グループ練習可能

第5段階

•７／２７～３１ 週４回 １～２時間

•感染拡大防止に配慮しながらの活動

•グループ練習可能

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

① 引き続き、自宅で検温してからの登校をお願いします。発熱等の風邪症状が見られる場合、強いだるさ

（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は登校を控え、かかりつけ医等で受診してください。欠

席の際は、必ず電話により学園にご連絡ください。また、受診の結果も学園にお知らせください（この

ような症状で登校できない場合については、原則、「欠席」と出席簿に記録はせず、「出席停止・忌引等」

として記録いたします。） 

② 通常登校開始後、「感染することについての不安」等の理由により、家庭の判断として登校させない場合

については、原則、「欠席」と出席簿に記録されます。ただし、生徒の医療ケアの必要性や基礎疾患等の

重症化リスクなどの個々の事情については、主治医、学校医等と相談の上、「出席停止・忌引等」として

記録します。その他の事情等についても、学園にご相談ください。 

③ 年間行事計画の変更（夏休みなど長期休業期間の短縮、学校行事等の実施・延期・中止等）については、

感染の状況等を踏まえ、別にお知らせいたします。 

④ 本通知はこの通知の発信（６月１１日）時点の状況に基づくもので、今後、状況の変化に応じて変更す

る場合につきましては、「メール配信サービス」でお知らせします。 

 

 

【問い合わせ先】 

杉並区立杉並和泉学園  

副学園 高津 憲  電話03-3322-7671 


